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令和３年  

１２月２４日号 広  報 ～～～～～～～～～～～～ 
第７便 

参考サイト 

ブログ・SNS※・電子掲示板などの利用 
※LINEやTwitter等、利用者同士が交流できる会員制サービス 

【こんなことができるサービスです     】 

記録、思い出の共有、情報発信など。 
 
【慎重に行う点】 

自他ともにプライバシーや個人情報を 

必要以上に、不用意に公開しない。 
プライバシー侵害などのトラブルのおそれや、 

事前に許可を得ても、プライバシー保護の観点 

からよく検討しましょう。 

 

舟形町水稲次期作緊急支援事業について 
令和３年産米の米価下落により販売額が減少した主食用米および加工用米、政府備蓄米につ

いて、次期作（令和４年産）における農業者の営農意欲の低下を防止するため、令和３年産の主

食用米を出荷し、かつ、令和４年産において引き続き主食用米を出荷予定の農業者に対し、種

子および肥料等の購入経費の一部を補助します。 
 

▼補助条件／・舟形町農業再生協議会に水稲共済細目書を提出している方 

・出荷または自ら販売を行なっていること 

・令和３年に生産の目安を達成していること 

・令和４年に主食用米の出荷を行う予定の方 

▼補助対象／補助対象範囲は、主食用米、加工用米、政府備蓄米の作付面積とする。 

※ただし、飯米および縁故米分として10a分を控除する。アール未満切り捨てとする。 

▼交付単価／10aあたり 3,000円 

▼申請方法／・町内の認定方針作成者（もがみ中央農協、大場惣吉商店、ドリーム農産）に出

荷している場合は、認定方針作成者が申請する。※町内の認定方針作成者を含

む複数の業者に出荷している場合も同じ。 

・町内の認定方針作成者に出荷しておらず、それ以外の業者に出荷または自ら販

売している場合は、舟形町農業再生協議会（役場農業振興課内）に申請してく

ださい。※出荷伝票等の証明できるものを提出すること。 

▼交付予定時期／令和３年 12月末以降 

▼申込み・問い合わせ／ 

もがみ中央農協南部営農センター ☎（32）2133 

株式会社大場惣吉商店       ☎（33）2009 

舟形ドリーム農産        ☎（32）2776 

舟形町農業振興課農政企画係   ☎（32）0947 



                               

                               

                               

                               

                               

スクールゾーンの通行について 

▼スクールゾーン該当箇所／ 

星川タクシーからひだまりの十字路まで 

（右地図参照） 

 

▼時 間 帯／午前７時 30分～８時 30分 

※通行には「通行禁止道路通行許可証」が必要です 

 

▼申請書の取得／・新庄警察署交通課窓口で配布 

       （山形県警ホームページからもダウンロード可） 

 

▼申請場所／新庄警察署交通課窓口（警察署で申請書の記入可） 

      平日午前８時 30分～午後５時 15分（土・日・祝日をのぞく） 

 

▼そ の 他／・運転の期間は最大３年 

・申請書（許可証）は１枚につき１台 

 

▼問い合わせ／新庄警察署交通課 ☎（22）0110 

 
通行許可証がなくスクールゾーンを通行した場合は、違反の対象となります 

へ加入しませんか 
   ～林退共は昭和57年に発足した林業界で働く方のために国が作った退職金制度です～ 

〇掛金は、税法上について、法人では損金、個人企業では必要経費となります。 

〇掛金の一部を国が免除します。 

〇雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。 

▼問い合わせ／独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業本部 

       ☎03（6731）2889 
ホームページ 
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児童１人あたり５万円→10万円 （12/28（火）振込予定） 

子育て世帯への臨時特別給付金に関するお知らせ 

〈一括給付に変更〉 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として閣議決定された対象児童１人当たり 10 万円の臨時特

別給付金について、先行給付金として５万円の給付案内を該当となる保護者の方へ既にお知らせをしました

が、舟形町では、迅速な支援や利便性等を考慮し、残りの５万円については予定されていたクーポン券では

なく、現金で一括給付する事となりましたのでお知らせします。 

 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 

  対象となる児童 

   ・舟形町で令和３年９月分の児童手当支給対象となる児童 

   ・令和３年９月 30日時点で高校生（平成 15年４月２日～平成 18年４月１日生まれ）の児童 
   ・令和４年３月 31日までに生まれた児童手当の支給対象となる児童（新生児） 

    ※児童手当の所得制限限度額以上の所得がある方は、対象外となります。 

 

愛玩鳥を飼われている方へ！ 

 

▼問い合わせ／ 

最上総合支庁家畜保健衛生課 

☎（29）1357 

次に該当する愛玩鳥を１ 

羽でも飼育されている方は、 

飼育羽数等に関して知事へ 

の定期報告が必要です。 

今まで報告したことがな 

い方は、ご連絡ください。 

～対象となる愛玩鳥～ 

・鶏 ・うずら ・きじ 

・あひる（アイガモ、フランス鴨含む） 

・ほろほろ鳥 ・だちょう ・七面鳥 

 

 やまがた緑環境税で支援する県民参加による森づくり活

動を募集します。 

 ▼上限額／１団体あたり 50万円 

▼募集期間／令和４年１月４日（火）～２月４日（金） 

▼その他／・支援する活動内容および応募方法など 

詳細については問い合わせください。 

     ・事業の実施については、令和４年度の 

      予算成立が前提となります。 

▼問い合わせ／ 

・舟形町農業振興課農業振興係 

  ☎（32）0947 

  

・最上総合支庁森林整備課森づくり推進室 

  ☎（29）1350 
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新型コロナウイルスワクチン接種証明書（電子版） 

が取得できるようになりました 
12月 20日からマイナンバーカードで新型コロナワクチンの接種証明書（電子版）が取得できるようにな

りました。新型コロナワクチンの接種証明書（電子版）はスマートフォン上で専用アプリから申請・取得

し、表示可能となります。※マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォンに限ります。 

 

【App Storeのインストール画面】 

▼新型コロナワクチン接種証明書とは／ 

日本の予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナウイルス 

ワクチン接種の事実を公的に証明するものです。 

▼接種証明書アプリでできること／ 

【発行】日本国内用と海外用の新型コロナワクチン接種証明書を取得できます。 

【提示】取得した接種証明書は、アプリを起動すればいつでも表示できます。 

【読み取り】ほかのスマートフォン等で表示された接種証明書のＱＲコードを 

      読み取って、内容を確認することができます。 

▼アプリ名／新型コロナワクチン接種証明書アプリ（発行元 デジタル庁） 

▼必要なもの／・マイナンバーカード 

       ・マイナンバーカードの券面入力補助用暗証番号 

        （カード受取りの際に設定した４桁の数字） 

       ・パスポート（海外用を発行する場合） 

▼アプリのインストール方法／ 

App Store または Google Playで「接種証明書アプリ」と検索、または次のＱＲコードよりインストール 

 

iPhoneの方はコチラ                Androidの方はコチラ 

 

 

             【App Store】                  【Google Play】 

▼その他／・接種証明書のＱＲコードには個人情報が含まれます、取扱いには十分注意してください。 

     ・間違ったアプリをインストールしないよう必ずアプリ名と発行元の確認をしてください。 

▼接種証明書全般の問い合わせ／厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

               ☎0120（76）1770（フリーダイヤル） 
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防災行政無線（戸別受信機）の電池交換のお願い 
戸別受信機を更新してからまもなく２年が経過します。各家庭に設置している戸

別受信機の電池を長年入れたままにしておくと、電池からの液漏れで受信機の故障

の原因になります。故障を防ぐためにも、年に一度は電池交換をしてください。 

※電池の交換については、「防災行政無線個別受信機の使い方」を確認してください。 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課危機管理室 ☎（32）0155 



                               

                               

                               

                               

                               

山形県特定産業別最低賃金が改正されました！ 

特定（産業別）最低賃金 最低賃金額（時間額） 効力発生日 

一般産業用機械・装置等製造業 ８８８円 

令和３年12月25日 

電気機械器具等製造業 ８７２円 

自動車・同付属品製造業 ８８８円 

自動車整備業 

（分解整備に従事するものに限る） 
８９２円 

 
※特定（産業別）最低賃金は、県内４つの産業の基幹的労働者に適用され、山形県最低賃金を上回る額

で設定されている最低賃金です。 

▼問い合わせ／山形労働局労働基準部賃金室 ☎023（624）8224 

 

職業訓練相談会のお知らせ 
  令和４年３月開講予定の職業訓練について相談会を開催します。訓練実施施設の先生との個別相談ができる機

会ですのでぜひご参加ください。 

 
▼開催日時／令和４年１月 12日（水）、１月 25日（火） 午後１時 30分～４時 

▼場所／ハローワーク新庄 ４階大会議室 

▼受講料／無料（ただしテキスト代は有料） 

▼コース／ 

コース 訓練場所 訓練期間 募集期間（〆切日正午迄） 

パソコン活用科 新庄市 
令和４年３月４日（金） 

～６月３日（金） 

 

～令和４年２月８日（火） 

簿記実務・ＰＣ活用科 新庄市 
令和４年３月１日（火） 

～５月31日（火） 

 

～令和４年２月８日（火） 

ＶＧＡプログラミング科 新庄市 
令和４年３月２日（水） 

   ～４月１日（金） 

令和４年１月７日（金） 

～２月16日（水） 

初歩から学ぶ 

エクセル・ワード速習科 
新庄市 

令和４年３月30日（水） 

   ～４月24日（日） 

（毎週水・金・日曜日） 

令和４年２月１日（火） 

    ～３月17日（木） 

電気設備技術科 山形市 
令和４年３月１日（火） 

   ～８月31日（水） 

令和４年１月７日（金） 

    ～２月２日（水） 

※来所の際には、新型コロナウイルス感染感染症対策のためマスク着用にご協力ください。 

▼問い合わせ／ハローワーク新庄 ☎（22）8609 
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☆償却資産とは… 
 土地、建物を除く事業のために用いることができる有形の資産で、その減価償却額又は減価償却費が所得

税法または法人税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。 

所得税、法人税の確定申告において必要経費に算入される資産は、必ず償却資産の申告が必要となります。 

☆償却資産の申告が必要な方は… 
 令和４年１月１日現在、舟形町に事業用の償却資産を所有または賃貸している個人・法人です。 

☆事業を営んでいる場合、どんなものが償却資産の対象となるか… 
機械設備、ビニールハウス、乗用装置のない耕運機や田植機等。 

なお、申告書とともに償却資産申告の手引きを送付しますので、参考にしてください。 

※自動車税・軽自動車税・土地・家屋以外の事業用資産は償却資産（固定資産税）の申告が必要と 

なります 

 

令和４年度の申告書は、12月下旬に申告該当者宛に郵送しています。なお、令和 
３年中に新たに事業をされた方は、町住民税務課に申告書等を用意していますので、 
ご連絡いただくか、窓口までお越しください。 
また、申告された償却資産の課税標準額の合計額が 150万円未満の場合、固定資 

産税は課税されませんが、その場合でも申告書を提出してください。 

 

▼申告期限／令和４年１月 31日（月） 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課税務係  ☎（32）0466 

新庄税務署から確定申告会場のお知らせ 

▼場  所／新庄税務署２階会議室 

▼開設期間／令和４年２月７日（月）～３月 15日（火）《土、日、祝日をのぞく》 

▼開設時間／午前９時～午後５時（受付時間 午前９時～午後４時） 

▼注 意 点／会場内の混雑緩和のため、入場には整理券が必要です。会場での当日配布とＬＩＮＥでの事前

発行があります。また、スマートフォンとマイナンバーカードによる自宅からのスマホ申告を

おすすめしています。 

▼問い合わせ／新庄税務署個人課税部門 ☎（22）5113 

 

▼休 業 日／ 

12 月29 日（水）～１月３日（月） 

▼問い合わせ／長沢集学校 ☎（29）8255 



みんなで伸ばそう 舟形の子ども 

青少年健全育成だより「年末年始休み特集号」 
 

★ 携帯電話やスマートフォン、インターネットの利用について 

携帯電話やスマートフォン、インターネットを媒介とした犯罪や事件はいまだ後を絶ちません。 

正しく安全に使えるよう家庭でも利用時間のルールを確認するとともに、フィルタリングサービス

を利用しましょう。 

★ 計画的な生活を実行し、基本的生活習慣を身に付ける 

年末年始の休みは、どうしても生活時間が不規則になりがちです。 

規則正しい生活を心がけましょう。 

★ 計画的な学習、体験も大切です 

学校から出された課題はもちろんですが、長期休業ならではの学習や体験を計画してはいかがでし

ょう。特に家族みんなでできるような内容は、子どもの心を育てます。「1年の計は元旦にあり」家族

で年間の目標を立てコミュニケーションを図りましょう。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆    年末年始休み 日程    ◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

舟形小：（32）2106  12/25 ～ 1/5 

   

  舟形中：（32）2108    12/25 ～ 1/4 

   

  舟形ほほえみ保育園： 

（32）2120    12/29 ～ 1/3 

 

舟形町中央公民館： 

   （32）2246   12/29 ～ 1/3 

 

   町ダイヤル教育相談： 

（32）3118  12/29 ～ 1/3 

 

 

新庄北高        (22)6023  12/25 ～ 1/6 

新庄北最上      (43)2349   12/25 ～ 1/6 

新庄南高        (22)1547   12/25 ～ 1/5 

新庄南金山      (52)2887   12/24 ～ 1/10 

神室産業        (28)8775   12/25 ～ 1/6 

神産真室川      (62)2028   12/25 ～ 1/6 

新庄東高        (22)1562   12/25 ～ 1/5 

新庄養護        (22)3042   12/26 ～ 1/5 

北村山高    023(723)2785   12/23 ～ 1/6 

東桜学館    023(753)1540   12/22 ～ 1/5 

村山産業    023(755)2537   12/23 ～ 1/5 

  

《 地域の大人の方々へのお願い 》 

 年末年始は事故や事件に巻き込まれることが多くあります。お子さんは地域によっても守り育てら

れています。青少年の健全育成の趣旨をご理解の上、楽しい年末年始にしましょう。非行防止には、

地域の力、地域の目が必要です。自分の子だけでなく、地域の子どもにも関心を持ち見守っていただく

ようお願いします。 

 

▼発行／舟形町・舟形町教育委員会・舟形町ＰＴＡ連絡協議会・舟形町防犯協会 

舟形町生徒指導連絡協議会・舟形町青少年育成推進員会・舟形町青少年育成町民会議 

 

▼問い合わせ／舟形町教育委員会 ☎（32）2246 

 



☆ふれあい育児の広場…1月 12日（水）は「水木団子」の予定です。 
（登録している方で欠席の場合は事前に連絡をお願いします。） 

【うんどうあそび講座のお知らせ】 
大人も子どももふれあいながら楽しく体

を動かすあそびの講座を開催します。 
 
◇月日 令和４年２月 14日（月） 

 ◇時間 午前 10時～11時 
 ◇対象 １歳～３歳の保育園入園前の 

子どもと保護者 
     約 15組の予定 
 ◇講師 さけがわ友遊クラブ 

伊藤 淳子氏 
◇申込〆切 令和４年 1月 28日（金）  
◇申込先 子育て支援センター「みらい」 

☎（32）0528 
※電話または利用時に申し込んでください。 
 
 
 
 
 

♡ふれあい育児の広場 
 11月 30日（火）、「うんどうあそび」を

行いました。伊藤淳子氏を講師に 14組

（総数 27人）の家族が参加しました。リ

ズムに合わせて、果物狩りや変身忍者のポ

ーズをしたり、ヘビになったりと大人も子

どもも充分に体を動かすことができまし

た。また、シーソーやお風呂をイメージし

た触れ合いもあり、親子のコミュニケーシ

ョンも深められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

こころとからだ！すくすく大きくな～れ 

にこにこ通信 
令和３年１２月発行 第１６４号 

舟形町子育て支援センター「みらい」 

（福祉避難所「てとて」内） 

      ☎３２－０５２８ 

♡ 年末年始の過ごし方 

 

                            

年末年始は、家族でお祝いする楽しい行事がたくさんあり、帰省やお出かけで、生活

習慣も乱れがちとなります。十分な睡眠や食事を心がけ、コロナ感染対策をしっかり行

い、病気や事故のない楽しいお休みをお過ごしください。 

また、年末年始にかけてほとんどの病院が休診になります。子どもの急な発熱やケガ

に備えて、かかりつけの病院のほか、夜間休日診療所や近くの救急病院の診療時間と休

診日の確認が必要です。帰省先では救急病院の情報も把握しておきましょう。 

※急病時判断に迷ったときは：小児救急電話相談 ☎#8000、 

こどもの救急（ONLINE QQ）、年末年始当番医検索  

～こんな活動をしています～ 

子育て支援センター「みらい」は、月～金曜日に開館しています。 

利用時間 午前９時 30分～11時 30分 午後１時 30分～４時 30分 

【１月の予定】     閉 館 

日 月 火 水 木 金 土 

    

 

 

 

 

 

１ 

年始休み 

２ 

年始
休み 

 

３ 

年始休み 

 

４ ５ 

 

  ６ ７ ８ 

施設開放 

９ 10 

成人の日 

  11 

 

12 

ふれあい 

育児の広場 

13 

 

14 15 

施設開放 

１6 17 

 

18 

すくすく 

広場 

 

19 

 

20 

おはなし 

広場 

21 

 

22 

施設開放 

23 

30 

24 

      31 

 

2５ 

 

26 

あそびの 

広場 

27 

絵本と遊ぼ
う赤ちゃん

広場 

28   29 

施設開放 

 

 

 

丑
うし

年、令和３年も残すところわずかとなりました。 

12月に入り、雪国の厳しい生活が始まりましたが、

支援センター「みらい」の室内は、かわいい子どもた

ちの声や笑顔があふれ、ほのぼのと温かい毎日です。 

年明けも子どもたち、保護者のみなさんの笑顔を

お待ちしています。よいお年をお迎えください。 


